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平成２９年度財政援助団体等監査報告書 

 

 

１ 監査の種類     

地方自治法第１９９条第７項の規定に基づく財政援助団体等監査 

 

２ 監査の対象  

財政援助団体 一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社与謝野地域本部 

  所  管  課 観光交流課 

 

  指定管理者 古代から未来へつなぐ会合同会社 

  所  管  課 教育委員会社会教育課   

 

３ 監査の種別 財政援助団体及び公の施設指定管理者監査 

 

４ 監査の範囲 平成２８年４月１日から平成２９年９月３０日までに執行さ

れた財政援助団体及び公の施設の指定管理に係る出納並びに

業務実施状況等 

             

５ 監査の実施日時・場所 平成２９年１０月２５日（水）で 

 （１）一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社与謝野地域本部 

    （場所 旧加悦町役場） 

午前９時３５分～午前１０時２５分  

 （２）古代から未来へつなぐ会合同会社（場所 与謝野町立古墳公園） 

午前１０時４５分～午前１１時４５分 

 

６ 監査の主眼及び実施方法 

  財政援助を与えている団体及び公の施設の管理受託者に対し、当該財政援

助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどう

かを主眼として、それぞれ関係書類の検査を行うとともに、所管課長等及び

財政援助団体等から事業概要について聴取を行った。 

  

７ 監査結果 

（１）財政援助団体 一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社与謝野地域本部 

   補助金に係る出納その他の事務は適正かつ効率的に処理されており、特

に問題はなかった。 



2 

 

手機コースターづくりなどの体験プログラムの規模を拡大され、収益を上

げられている。手機は織物産地を凝縮したものの一つである。今後も広がり

を見せるような取り組みをされ、観光客の誘致に取り組まれたい。 

過去に盗難被害にあわれたが、繰り返し起きないよう管理を徹底されたい。 

 

（２）指定管理者団体 古代から未来へつなぐ会合同会社 

公の施設管理に係る出納その他の事務は適正かつ効率的に処理されてお

り、特に問題はなかった。 

管理が大変な中、適切に維持管理をされている。今後も継続して管理され

たい。 

日本で１０本の指に入るガラス釧をもっと売り出す必要がある。所管課、

一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社与謝野地域本部と連携を密

にし、古墳公園も組み込んだツアーを実施するなど集客につなげる工夫をさ

れたい。 


